
生花 香　料 生花 香　料 生花 香　料

名誉市民 1 50,000 1 5,000 5,000

市政功労者 1 30,000 1 5,000 5,000

国会議員（現） 協議 協議 協議

国会議員（元） 協議 　 　

県議会議員（現） 1 20,000 1 5,000 5,000

県議会議員（元） 1 10,000 　 　

市議会議員（現） 1 20,000 1 5,000 5,000

市議会議員（元） 1 10,000 　 　

旧宝飯郡４町町議会議員（元） 1 10,000 　 　

市４役（元） 1 10,000 　 　 　

旧宝飯郡４町３役（元） 1 10,000 　 　

東三河地区３役 協議 協議 協議

県内他市３役 協議 協議 協議

教育委員 1 10,000 5,000 5,000

選挙管理委員 1 10,000 5,000 5,000

公平委員 1 10,000 5,000 5,000

監査委員 1 10,000 5,000 5,000

農業委員 1 10,000 5,000 5,000

固定資産評価審査委員 1 10,000 5,000 5,000

連区長・町内会長・区長 5,000 　 　

人権擁護委員 5,000 　 　

民生・児童委員 5,000 　 　

保護司 5,000

各種相談員 5,000 　 　

その他非常勤特別職 5,000 　 　

消防団員 5,000 　 　

交通指導隊隊員 5,000 　 　

市内小・中学校長 5,000 　 　

学校医・薬剤師（嘱託医含む） 5,000 　 　

スポーツ推進委員 5,000 　 　

公職者等に対する香料等に関する支出基準【平成２６年１月１日改定】

本人 配偶者 １親等（父・母・子）
備　　　考

◆その他非常勤特別職とは、国民健康保険運営協議会委員、区画整理審議会委員、文化財保護審議会委員、常任統計調査員、財産区管理委員会委員など。

※旧宝飯郡４町とは、旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町をさす。

※必要に応じ弔電は送るものとする。

※この表にない場合でも、市長が必要と認める場合、必要に応じて対応することができる。

※葬儀が市外で行われる場合で、参列等が困難な場合は無理に対応しないものとする。

※配偶者、１親等への対応は本人が生存の場合に限る。

※市長が通夜出席の場合、淋見舞を用意する。


